
農政部における感染防止対策等の取組 資料５

農業現場における感染防止対策・事業継続に向けた取組

○ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部の開催状況などについて、農林水産省
（北海道農政事務所）や農業団体等と随時情報共有を図り、農業現場における感染
防止に向け、オール北海道で対応
○ 農林水産省は、農業現場において感染者が発生した場合に備え、酪農、水田・畑
作など、それぞれの現場の実態に応じた事業継続に向けたガイドラインを作成し、
生産者等へ周知

ホッカイドウ競馬における感染防止対策の取組

○ 門別競馬場及び道内１６か所の場外発売所（Ａｉｂａ）では、
地方競馬全国協会が定めるガイドラインや「新北海道スタイル」
に即した対策を実施するとともに、感染状況に応じて、
営業時間の短縮、来場者の人数制限を実施
○ 令和４年度も感染防止対策を徹底しながら４月１３日（水）
からグランシャリオナイターを開催（１１月１０日までの原則、
毎週火、水、木曜日。計８５日間）

農畜産物の消費拡大

○ コロナ禍により、需要が減少した農産物の消費拡大を図るため、様々な取組を展開
・「今こそ食べよう！北海道」キャンペーン
・水産林務部・農政部若手職員による「ＭＹ（米）おかずフェア」
・牛乳消費拡大に向けた食育動画の作成や新庄監督による消費拡大の呼びかけ
・北海道米のプロモーションや「北海道の酒アワード２０２１」
・道産農畜産物の学校給食への取組（国費事業を活用し、道産牛肉
や道産小豆と砂糖を使用したあずきゼリーを提供）
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